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（
厚
生
労
働
委
員
会
）

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
労
働
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
に
応
じ
た
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で
き
る
社
会
を
実
現
す
る
働
き
方
改
革
を
推

進
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

国
は
、
労
働
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

使
用
者
は
、
過
半
数
労
働
組
合
等
と
の
協
定
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
箇
月
四
十
五
時
間
及
び
一
年
三
百
六
十
時
間

の
限
度
時
間
を
超
え
な
い
時
間
に
限
り
労
働
時
間
を
延
長
し
て
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
協
定
に
よ
り
臨
時
的
に

限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
等
を
さ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
箇
月
百
時
間
未
満
で
あ
る
こ
と
等
一
定
の
要
件
を
満

た
す
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
違
反
し
た
使
用
者
に
は
所
要
の
罰
則
を
科
す
も
の
と
す
る
。

三

中
小
事
業
主
に
対
す
る
一
箇
月
に
つ
い
て
六
十
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
対
す
る
通
常
の
労
働
時
間
の
賃
金
の
計
算

額
の
五
割
以
上
の
率
で
計
算
し
た
割
増
賃
金
の
支
払
義
務
の
適
用
猶
予
に
係
る
規
定
を
廃
止
す
る
。

四

使
用
者
は
、
一
定
の
労
働
者
に
対
し
年
五
日
の
年
次
有
給
休
暇
を
時
季
指
定
し
、
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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五

職
務
の
内
容
が
明
確
で
、
年
収
が
基
準
年
間
平
均
給
与
額
の
三
倍
の
額
を
相
当
程
度
上
回
る
者
（
以
下
「
対
象
労
働
者
」

と
い
う
。
）
を
使
用
者
が
本
人
の
同
意
の
下
、
健
康
確
保
措
置
等
を
講
じ
、
労
使
委
員
会
の
決
議
等
法
令
に
定
め
る
手
続
を

経
て
、
高
度
の
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
等
の
業
務
に
就
か
せ
た
と
き
は
、
労
働
基
準
法
第
四
章
で
定
め
る
労
働
時
間
、

休
憩
、
休
日
及
び
深
夜
の
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
は
適
用
し
な
い
。

六

勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
の
努
力
義
務
の
創
設
や
、
産
業
医
・
産
業
保
健
機
能
の
強
化
等
を
行
う
。

七

短
時
間
労
働
者
、
有
期
雇
用
労
働
者
及
び
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
不
合
理
な
待
遇
や
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
等
に
係
る

規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
待
遇
の
相
違
の
内
容
、
理
由
等
を
説
明
す
る
こ
と
を
事
業
主
に
義

務
付
け
る
ほ
か
、
行
政
に
よ
る
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
の
整
備
等
を
行
う
。

八

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
五
の
対
象
労
働
者
に
係
る
同
意
の
撤
回
に
関
す
る
手
続
を
労
使
委
員
会
の
決
議
事
項
と
す
る
こ

と
、
国
は
中
小
企
業
に
お
け
る
取
組
が
円
滑
に
進
む
よ
う
関
係
者
間
の
連
携
体
制
の
整
備
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
こ
と
、
事
業
主
が
他
の
事
業
主
と
の
取
引
を
行
う
場
合
に
お
い
て
配
慮
を
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
し
て
著
し
く
短
い
期
限
の
設
定
等
を
行
わ
な
い
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
等
の
修
正
が
行
わ
れ
た
。


